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令和６年度１１月号
令和６年１１月２２日発行
児童3５名、教職員14名「あいさついっぱい、花いっぱい、やさしさいっぱい、神川小」

急に気温が下がり，秋が深まってきました。11月上旬までは，日中30℃に届くような汗
ばむ日もあったのですが，朝はすっかり肌寒くなり，布団から起き出すのが少しずつ辛い
時期になってきました。
学校の朝の風景はというと，７時40分頃に高学年（５・６年生）が箒や熊手を手にし，

校庭の落ち葉を集めてくれています。その後，持久走大会に向けてのランニングに勤しむ
姿が。その周りでは，低学年がブランコに乗って遊んだり，中学年が一輪車やランニング
や縄跳びをしています。何ということはない風景ですが、とても穏やかな神川小学校の朝
の風景です。
11月初旬の「地域が育む『かごしまの教育』県民週間」では，サックス奏者を招いての

芸術鑑賞会，地域のおじいちゃん・おばあちゃんを招待してのふれあい給食，錦江町音楽
会，学習発表会など，さまざまな機会を通じて，子供たちの活動を保護者や地域の方々に
参観していただきました。ありがとうございました。特に学習発表会では，５・６年生の
伝統芸能「銭太鼓」に始まり，各学級で工夫を凝らして取り組んだ学習の成果が発表され
ました。子供たちの元気な発表に会場内が笑顔になりました。

さて，1948年12月10日，国際連合第３回総会において，全ての
人民と全ての国とが達成すべき共通の基準として「世界人権宣言」
が採択されました。採択日である12月10日は，「人権デー」と定
められています。法務省の人権擁護機関では，人権デーを最終日
とする１週間，12月４日から12月10日までを「人権週間」と定め，
全国的な人権啓発活動等を行っています。今年の人権週間のテー
マは，「『誰か』のこと じゃない。」です。

今回は，人権週間を迎えるに当たり，様々な人権問題の中でも
「子どもの人権」について考えてみたいと思います。

世界中すべての子どもたちがもつ人権(権利)について定めた
「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」が，1989年の国
連総会において採択されました。日本を含めた世界196の国と地
域が締約しており，子ども(18歳未満の人)が守られるべき対象であるだけでなく，権利を
もつ主体と位置付け，大人と同様，一人の人間としてもつ様々な権利を認めるとともに，
成長の過程で特別な保護や配慮が必要な子どもならではの権利も定めています。この条約
が採択され，世界中で多くの子どもたちの状況が改善されてきました。
このような流れの中，我が国においては，昨年の４月に，こども家庭庁が創設されるの

と同時に「こども基本法」が施行されています。この法律は，すべての子どもや若者が将
来にわたって幸せな生活ができる社会を実現することを目的とし，国や都道府県，市区町
村など社会全体で，子どもや若者に関する取組を行っていくこととされています。

ところで，子供が家庭で分担された手伝いをしていなかった場合，ついつい「いいから
早くしなさい」と無理やりさせたり，「なんでいつもそうなの」と怒鳴ったりしがちにな
ります。しかし，子供の人権の側面から大切なのは，まずは「どうしてできなかったの」
と，子供の言い分を聞いた上で，そのできなった理由に応じた指導等を行い，最後に「こ
れからどうしていこうか」と，子供自身に自己決定させることです。この繰り返しで，大
人が根負けしてはいけません。

また，子供の人権を大切にするがあまり，子供の発言を鵜呑みにしすぎたり，子供の言
いなりになってしまったりすることは，避けなければな
りません。小学校期の子供たちは，まだまだ発達途上の ＜神川小学校Facebook＞
段階にあり，社会経験等が大きく不足し，様々な技量等 子供たちの
も十分ではありません。そのため，子供の言い分に対し 日々の活動の
ては，是々非々の態度で対応し，教えるべきことは教え 様子を公開し
なければなりません。 ています。ぜ
学校においても同様の対応，指導を心がけていますの ひご覧になっ

で，互いに連携，協働して，心豊かで明るく元気な神川 てください。
の子供たちを育てていきましょう。




